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(Ð立問機一)

かんれいちであて 寒冷地手当

1 設けた理由 北海道で越冬するためには石炭が必要て‘あ

り ， また東北地方等の寒冷積雪地でも冬It!]の採l援， 防当事等のた

めに温暖地にくらべてそれだけ余分の燃料費 ・ 被IIFH'i等を使用

しなければ，その地方では生活を営み得ないことは!'_l!論生計!f'i

においてはもちろん， 突{本生言十i/'Iの聞からもうかがわれる。こ

のような事前にもとづいて設定された国鉄における寒冷地手当

は， 冬期間の気象条件による物価および生活水準の差を補償し

ようとするもので， 広い意味において地峡給の一部と もいえる

ものである。これが臨時勤務地手当から独立して，別 flótの手当

として支払われていることには，つぎのようなE型自があげられ

ている。 すなわち勤務地手当は突体生計費について悶ーの修正

基準によって支給割合を決定されているが， この調盤要素の中

に暖地に比し寒冷地の地型的特殊条件による生計授の増加害u合

が， 臨時勤務地手当の決定に当って織り込まれていないという

ことである 。 l つには年|簡を通じての生青HIIの差呉であり ，他

は冬期間にかぎられた生計政の絡差であって，両者の調整方法

が技術上困難であることに帰殺されよ う。

2 沿 革第 2 次大戦前生活が安定していた時代におい

ても，北海道と内地職員l百jの ít与が平均 1 箇月以上も差があっ

たことは，寒冷積雪の度合が内地の寒冷地部よりはるかに高く，

いきおい冬期における燃料!f'i等がかさんだため，これを補償す

る意味も多分にあった。終戦により経済の混乱， なかでも燃料

政や衣料政等越冬期物資の値上りは，北海道をはじめ東北地方

等における冬冷地に在勤する職員の冬営生活を， いよいよ困難

なものにした。この困難をいくらかでも緩和する目的から ， い

ろいろの名目で一時金や手当が支給されたが， 石炭手当 ・ 寒冷

地手当として名突ともに法制化されたのは， 昭和124 年人事院が

政府および国会に勧告を行い， これにもとづいて法律第 200 号

L国家公務員に対する寒冷地手当および石炭手当に I刻する 法

律1 が公布されてからである。この法律によ って寒冷地手当 と

して支給されるものは (1) 俸給月額と扶養手当月額との合計

古耳の 8 出lをこえない額と (2) 石炭手当は北海道在勤者にかぎ

り ， 枇裕主たる職員は公定価絡に より 決算 した矧の 3t 分， そ

の他戦貝は lt 分である。
術 公共企業体に移行後の国鉄においては， 一応上記に準じて支
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